
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、下引層を介して、未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない
有機材料層を、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を
有し、下引層又は上引層が光吸収機能を有する光記録媒体であって、記録の際に変形方向
と変形界面の位置（種類）を変えることができ、これにより記録マーク長や振幅の違いに
加えて記録極性も異なる再生信号が得られることを特徴とする多値記録可能な追記型光記
録媒体。
【請求項２】
　基板上に、下引層を介して、未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない
有機材料層を、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を
有し、下引層又は上引層が光吸収機能を有する光記録媒体であって、有機材料層中の有機
材料の状態変化に伴う有機材料層から下引層への圧力、又は有機材料層から上引層への圧
力による記録マーク形成の記録原理と、下引層や上引層の応力緩和、又は基板の熱膨張に
よる記録マーク形成の記録原理によって、記録の際に記録マーク部の変形方向と変形界面
の位置（種類）を変えることができ、これにより記録マーク長や振幅の違いに加えて記録
極性も異なる再生信号が得られることを特徴とする多値記録可能な追記型光記録媒体。
【請求項３】
　基板上に、下引層を介して、未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波長側に存
在し、かつ未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層を、該有
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機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を有し、下引層又は上
引層が光吸収機能を有する光記録媒体であって、記録の際に変形方向と変形界面の位置（
種類）を変えることができ、これにより記録マーク長や振幅の違いに加えて記録極性も異
なる再生信号が得られることを特徴とする多値記録可能な追記型光記録媒体。
【請求項４】
　基板上に、下引層を介して、未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波長側に存
在し、かつ未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層を、該有
機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を有し、下引層又は上
引層が光吸収機能を有する光記録媒体であって、有機材料層中の有機材料の状態変化に伴
う有機材料層から下引層への圧力、又は有機材料層から上引層への圧力による記録マーク
形成の記録原理と、下引層や上引層の応力緩和、又は基板の熱膨張による記録マーク形成
の記録原理によって、記録の際に記録マーク部の変形方向と変形界面の位置（種類）を変
えることができ、これにより記録マーク長や振幅の違いに加えて記録極性も異なる再生信
号が得られることを特徴とする多値記録可能な追記型光記録媒体。
【請求項５】
　記録再生波長が３５０ｎｍ ５００ｎｍ であることを特徴とする

記載の多値記録可能な追記型光記録媒体。
【請求項６】
　有機材料層と上引層の界面形状が、基板の溝形状と同一となるように形成されているこ
とを特徴とする 記載の多値記録可能な追記型光記録媒体。
【請求項７】
　基板上に、下引層を介して、未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない
有機材料層を、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を
有し、下引層又は上引層が光吸収機能を有する多値記録可能な追記型光記録媒体に対し、
記録の際に変形方向と変形界面の位置（種類）を変えることにより、記録マーク長や振幅
の違いに加えて記録極性も異なる再生信号が得られるようにすることを特徴とする多値記
録方法。
【請求項８】
　基板上に、下引層を介して、未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない
有機材料層を、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を
有し、下引層又は上引層が光吸収機能を有する多値記録可能な追記型光記録媒体に対し、
有機材料層中の有機材料の状態変化に伴う有機材料層から下引層への圧力、又は有機材料
層から上引層への圧力による記録マーク形成の記録原理と、下引層や上引層の応力緩和、
又は基板の熱膨張による記録マーク形成の記録原理によって、記録の際に記録マーク部の
変形方向と変形界面の位置（種類）を変え、これにより記録マーク長や振幅の違いに加え
て記録極性も異なる再生信号が得られるようにすることを特徴とする多値記録方法。
【請求項９】
　基板上に、下引層を介して、未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波長側に存
在し、かつ未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層を、該有
機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を有し、下引層又は上
引層が光吸収機能を有する多値記録可能な追記型光記録媒体に対し、記録の際に変形方向
と変形界面の位置（種類）を変えることにより、記録マーク長や振幅の違いに加えて記録
極性も異なる再生信号が得られるようにすることを特徴とする多値記録方法。
【請求項１０】
　基板上に、下引層を介して、未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波長側に存
在し、かつ未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層を、該有
機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を有し、下引層又は上
引層が光吸収機能を有する多値記録可能な追記型光記録媒体に対し、有機材料層中の有機
材料の状態変化に伴う有機材料層から下引層への圧力、又は有機材料層から上引層への圧
力による記録マーク形成の記録原理と、下引層や上引層の応力緩和、又は基板の熱膨張に
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よる記録マーク形成の記録原理によって、記録の際に記録マーク部の変形方向と変形界面
の位置（種類）を変え、これにより記録マーク長や振幅の違いに加えて記録極性の異なる
再生信号が得られるようにすることを特徴とする多値記録方法。
【請求項１１】
　記録再生波長が３５０ｎｍ ５００ｎｍ であることを特徴とする

に記載の多値記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録データに応じ記録マーク長や振幅に加えて記録極性も変化させることによ
り多値記録を行うことができる追記型光記録媒体、その記録原理、及び多値記録方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、光記録媒体は更なる大容量化、高密度化が要求されている。光記録媒体の大容量化
、高密度化を実現するための一方法として、多値記録がある。
多値記録は、情報を３通り以上の値に対応付けて記録再生を行うことを意味し、「０」又
は「１」の２値に対応させて記録再生を行う２値記録と区別するための概念である。多値
記録の詳細については、例えば特開平６－７６３９９号公報に記載されている。
この従来例は、マークエッジ方式の記録再生方法において、記録マークのエッジの位置を
記録データに対応させて基準位置から段階的にシフトさせることより、多値情報を記録す
る。このマークエッジ方式の多値記録では、エッジ位置のシフト数（段数）が多いほど多
値化即ち高密度化に有利である。
しかしながら、限られた基準クロックの周期に対してエッジ位置のシフト数を増やそうと
すれば、エッジの形成を精密に制御する必要がある。
一方、レーザ光の照射によって形成される記録マークのエッジ位置を制御することは容易
ではない。
【０００３】
別の従来例として、特開平８－２８７４６８号公報に記載されている光記録再生方法は、
上記の従来例のようなマークエッジ方式ではなく、ピットポジション方式での多値記録を
実現している。
この場合、記録マークの中心位置を基準クロックのエッジに対して段階的にシフトさせて
多値記録を行う。
更に他の多値記録技術としては、以下のようなものが挙げられる。
即ち、ＣＤと同じ再生専用型の光ディスクにおいて、記録データに対応したピットのエッ
ジを８段階にシフトするというＳＣＩＰＥＲという多値記録技術が、例えば「Ｓ．　Ｋｏ
ｂａｙａｓｈｉ，Ｊ．Ｐ．ｄｅ　Ｋｏｃｋ，Ｔ．Ｈｏｒｉｇｏｍｅ，Ｈ．Ｙａｍａｔｓｕ
　ａｎｄ　Ｈ．Ｏｏｋｉ，Ｔｅｃｈ．Ｄｉｇ．ｏｆＯｐｔｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｓｔｏｒ
ａｇｅ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，ｐ．１３０（１９９４）」に記載されている。
この技術では、従来のディスク構造がそのまま使えるというメリットはあるが、信号処理
回路が非常に複雑化するという問題がある。
【０００４】
また、ピットの深さを段階的に変化させた８レベルの多値記録技術が、例えば「Ｓ．Ｓｐ
ｉｅｌｍａｎ，Ｂ．Ｖ．Ｊｏｈｎｓｏｎ，Ｇ．Ａ．ＭｃＤｅｒｍｏｔｔ，Ｍ．Ｐ．Ｏ’Ｎ
ｅｉｌ，Ｃ．Ｐｉｅｔｒｚｙｋ，Ｔ．Ｓｈａｆａａｔ，Ｄ．Ｋ．Ｗａｒｌａｎｄ　ａｎｄ
　Ｔ．Ｌ．Ｗｏｎｇ，Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ，３１０９，ｐ．９８（１９９７）」に記載さ
れている。
この技術では、信号処理回路の複雑化はある程度抑えることができるが、ディスクの製造
が困難となる。
また、光磁気ディスクにおいて、複数の磁性体記録膜を導入し、記録用磁界の強度を切替
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えることによって各層の磁化反転を選択的に起させる４値記録技術が、例えば「Ｎ．Ｓａ
ｉｔｏ，Ｒ．Ｓａｔｏ，Ｎ．Ｋａｗａｍｕｒａ　ａｎｄ　Ｍ．Ｋａｊｉｕｒａ，Ｊｐｎ．
Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，２８，ｐ．３４３（１９８９）」に記載されている。
【０００５】
また、光磁気ディスクにおいて、記録用の高周波磁界の周期を変えることによって、磁化
反転間隔を段階的に変化させた４値記録技術が、例えば「Ｍ．Ａｒａｉ　ａｎｄ　Ｓ．Ｋ
ｏｂａｙａｓｈｉ，Ｔｅｃｈ．Ｄｉｇ．ｏｆ　Ｊｏｉｎｔ　ＭＯＲＩＳ／ＩＳＯＭ，ｐ．
３２（１９９７）」に記載されている。
また、相変化型の光ディスクにおいて、記録レーザ光の強度変調によって記録マークの大
きさを制御した多値記録技術が、例えば「Ｔ．Ｏｈｔａ，Ｋ．Ｎｉｓｈｉｕｃｈｉ，Ｋ．
Ｎａｒｕｍｉ，Ｙ．Ｋｉｔａｏｋａ，Ｈ．Ｉｓｈｉｂａｓｈｉ，Ｎ．Ｙａｍａｄａ　ａｎ
ｄ　Ｔ．Ｋｏｚａｋｉ，Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，３９，ｐ．７７０（２００
０）」に記載されている。
また、相変化型の光ディスクにおいて、専用の相変化記録材料を用い記録パルス波形を工
夫して記録マーク長の制御を行うことにより、８値記録を行う多値記録技術が、例えば「
Ｍ．Ｐ．Ｏ’Ｎｅｉｌ　ａｎｄ　Ｔ．Ｌ．Ｗｏｎｇ，Ｔｅｃｈ．Ｄｉｇ．ｏｆ　Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，ｐ．１７０（２０００）」
に記載されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
高密度化を図るためには多値レベルの数を増やす必要があるが、多値レベルの数を増やす
と多値レベルの判定がより困難になるので、再生信頼性が大幅に低下するという問題があ
る。
また、従来、再生専用型光記録媒体、光磁気記録媒体、又は相変化型光記録媒体に適用で
きる多値記録技術は提案されているものの、有機材料を用いた追記型光記録媒体に有効な
多値記録技術は殆んど提案されていない。
そこで、本発明は、上記のような従来の問題を解決し、有機材料を用いた追記型光記録媒
体に有効な多値記録技術、多値レベルの数を増やしながらも精度の高い多値記録が可能で
、３５０～５００ｎｍ程度の青色レーザ領域にも適用可能な追記型光記録媒体、その記録
原理、及び多値記録方法の提供を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題は、次の１）～１１）の発明によって解決される。
　１）　基板上に、下引層を介して、未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有
しない有機材料層を、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層
構造を有し、下引層又は上引層が光吸収機能を有する光記録媒体であって、記録の際に変
形方向と変形界面の位置（種類）を変えることができ、これにより記録マーク長や振幅の
違いに加えて記録極性も異なる再生信号が得られることを特徴とする多値記録可能な追記
型光記録媒体。
　２）　基板上に、下引層を介して、未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有
しない有機材料層を、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層
構造を有し、下引層又は上引層が光吸収機能を有する光記録媒体であって、有機材料層中
の有機材料の状態変化に伴う有機材料層から下引層への圧力、又は有機材料層から上引層
への圧力による記録マーク形成の記録原理と、下引層や上引層の応力緩和、又は基板の熱
膨張による記録マーク形成の記録原理によって、記録の際に記録マーク部の変形方向と変
形界面の位置（種類）を変えることができ、これにより記録マーク長や振幅の違いに加え
て記録極性も異なる再生信号が得られることを特徴とする多値記録可能な追記型光記録媒
体。
　３）　基板上に、下引層を介して、未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波長
側に存在し、かつ未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層を
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、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を有し、下引層
又は上引層が光吸収機能を有する光記録媒体であって、記録の際に変形方向と変形界面の
位置（種類）を変えることができ、これにより記録マーク長や振幅の違いに加えて記録極
性も異なる再生信号が得られることを特徴とする多値記録可能な追記型光記録媒体。
　４）　基板上に、下引層を介して、未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波長
側に存在し、かつ未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層を
、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を有し、下引層
又は上引層が光吸収機能を有する光記録媒体であって、有機材料層中の有機材料の状態変
化に伴う有機材料層から下引層への圧力、又は有機材料層から上引層への圧力による記録
マーク形成の記録原理と、下引層や上引層の応力緩和、又は基板の熱膨張による記録マー
ク形成の記録原理によって、記録の際に記録マーク部の変形方向と変形界面の位置（種類
）を変えることができ、これにより記録マーク長や振幅の違いに加えて記録極性も異なる
再生信号が得られることを特徴とする多値記録可能な追記型光記録媒体。
　５）　記録再生波長が３５０ｎｍ ５００ｎｍ であることを特徴とする

記載の多値記録可能な追記型光記録媒体。
　６）　有機材料層と上引層の界面形状が、基板の溝形状と同一となるように形成されて
いることを特徴とする 記載の多値記録可能な追記型光記録媒
体。
　７）　基板上に、下引層を介して、未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有
しない有機材料層を、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層
構造を有し、下引層又は上引層が光吸収機能を有する多値記録可能な追記型光記録媒体に
対し、記録の際に変形方向と変形界面の位置（種類）を変えることにより、記録マーク長
や振幅の違いに加えて記録極性も異なる再生信号が得られるようにすることを特徴とする
多値記録方法。
　８）　基板上に、下引層を介して、未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有
しない有機材料層を、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層
構造を有し、下引層又は上引層が光吸収機能を有する多値記録可能な追記型光記録媒体に
対し、有機材料層中の有機材料の状態変化に伴う有機材料層から下引層への圧力、又は有
機材料層から上引層への圧力による記録マーク形成の記録原理と、下引層や上引層の応力
緩和、又は基板の熱膨張による記録マーク形成の記録原理によって、記録の際に記録マー
ク部の変形方向と変形界面の位置（種類）を変え、これにより記録マーク長や振幅の違い
に加えて記録極性も異なる再生信号が得られるようにすることを特徴とする多値記録方法
。
　９）　基板上に、下引層を介して、未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波長
側に存在し、かつ未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層を
、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を有し、下引層
又は上引層が光吸収機能を有する多値記録可能な追記型光記録媒体に対し、記録の際に変
形方向と変形界面の位置（種類）を変えることにより、記録マーク長や振幅の違いに加え
て記録極性も異なる再生信号が得られるようにすることを特徴とする多値記録方法。
　１０）　基板上に、下引層を介して、未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波
長側に存在し、かつ未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層
を、該有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む層構造を有し、下引
層又は上引層が光吸収機能を有する多値記録可能な追記型光記録媒体に対し、有機材料層
中の有機材料の状態変化に伴う有機材料層から下引層への圧力、又は有機材料層から上引
層への圧力による記録マーク形成の記録原理と、下引層や上引層の応力緩和、又は基板の
熱膨張による記録マーク形成の記録原理によって、記録の際に記録マーク部の変形方向と
変形界面の位置（種類）を変え、これにより記録マーク長や振幅の違いに加えて記録極性
の異なる再生信号が得られるようにすることを特徴とする多値記録方法。
　１１）　記録再生波長が３５０ｎｍ ５００ｎｍ であることを特徴とする

記載の多値記録方法。
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以上 以下 １）乃至
４）の何れか１項に

１）乃至５）の何れか１項に

以上 以下 ７）乃
至１０）の何れか１項に



【０００８】
以下、上記本発明について詳しく説明する。
（１）本発明の概要（特徴）
本発明では、記録の際に変形方向と変形界面の位置（種類）を変えて多値記録を行うこと
により、記録マーク長や振幅の違いに加えて記録極性も異なる再生信号を得ることができ
る。また、本発明では、有機材料層中の有機材料の状態変化に伴う有機材料層から下引層
への圧力、又は有機材料層から上引層への圧力による記録マーク形成の記録原理と、下引
層や上引層の応力緩和、又は基板の熱膨張による記録マーク形成の記録原理を用い、これ
を制御することにより多値記録を行うことができる。
即ち、従来は記録極性が同一であったため〔いわゆるＨｉｇｈ　ｔｏ　Ｌｏｗ（ハイ・ト
ゥー・ロー）記録か、Ｌｏｗ　ｔｏ　Ｈｉｇｈ（ロー・トゥー・ハイ）記録のどちらか一
方〕、多値レベルの数を増やすと多値レベルの判定がより困難になり、再生信頼性が大幅
に低下するという問題があったが、本発明では、記録マーク長や振幅の違いだけでなく、
記録極性も異なる再生信号が得られるので、より信頼性の高い追記型光記録媒体を提供す
ることができる。
なお、本発明で言う「有機材料の状態変化」とは、溶融、昇華、分解、爆発、構造変化等
を指すが、通常は分解、爆発が主であり、この場合、有機材料に唯一要求されるのは、熱
による分解特性（分解温度、爆発性、明確な分解閾値の存在、分解スピード、分解量等）
が優れていることである。
【０００９】
（２）「変形方向と変形界面の位置（種類）を変える」という表現の説明
本発明で言う「変形方向と変形界面の位置（種類）を変える」という表現について説明す
る。
変形方向とは、ある基準となる側から見た場合に、変形が凸状に生じているか、或いは凹
状に生じているかを意味する。
また、変形界面の位置（種類）とは、どの層の界面に凹凸状の変形が生じているかを指す
。変形界面としては、基板と下引層の界面、下引層と有機材料層の界面、有機材料層と上
引層の界面、上引層とその上層（保護層、カバー層、空気層等）との界面が存在する。
本発明では、変形界面が単一であっても良いし、上記の変形界面が複数組み合わさってい
てもよい。要は、変形界面の組み合わせと、各界面の変形方向、変形量によって記録極性
と記録マークのコントラストを変えるのである。
本発明では、変形界面の組み合わせ及び各界面の変形量を制御するが、これらは各層の膜
厚、記録波長に対する吸収係数の大小、熱伝導率、硬度によって変化させることができる
。最も簡単なのは、記録パワーを制御することで、変形界面の組み合わせ及び各界面の変
形量を制御する方法である。
【００１０】
また、本発明では、各界面の変形方向を制御するが、これは異なる記録原理を光記録媒体
に持たせることで実現する。
即ち、有機材料層中の有機材料の状態変化に伴う有機材料層から下引層への圧力、又は有
機材料層から上引層への圧力による記録マーク形成の記録原理と、下引層や上引層の応力
緩和、又は基板の熱膨張による記録マーク形成の記録原理を併せ持たせることによって、
各界面の変形方向を制御する。
例えば、有機材料層中の有機材料の状態変化に伴う有機材料層から下引層への圧力による
記録マーク形成の記録原理を用いることによって、基板や下引層を、基板側から見て手前
側に変形させることができる（ここでは凹状と表現する）。また、下引層の応力緩和、又
は基板の熱膨張による記録マーク形成の記録原理を用いることによって、逆に、基板や下
引層を、基板側から見て奥側に変形させることができる（ここでは凸状と表現する）。
本発明の重要な特徴は、従来の変形を利用した記録原理では変形の方向が一方に決まって
いたが、本発明では、変形の方向を可変にできる記録原理を用いた点である。
【００１１】
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（３）「有機材料層を、有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み込む構
造」とする理由
本発明では、「有機材料層を、有機材料層との屈折率差が大きい下引層と上引層とで挟み
込む構造」を有することを特徴とする。
この構造によって、反射率の向上、信号品質の向上を図ることができ、或いは記録によっ
て生じた変形方向や変形界面の位置（種類）の違いによって、記録マーク長や振幅の違い
に加えて記録極性も異なる再生信号を効率よく発生させることができる。
なお、有機材料層と下引層及び上引層との屈折率差は、通常０．５以上とする。
【００１２】
（４）有機材料層に用いられる有機材料の要件
本発明では、記録極性を可変とするために、記録マークの変形方向（凸変形か、或いは凹
変形か）を制御する。
従来の光記録媒体（図１参照）の基本変形原理であった、基板の熱膨張による記録マーク
形成では、基板は必ず有機材料層の方向へ変形し、逆の方向へは変形しない。これは、基
板の熱膨張による力が十分大きく、これを阻害する力、或いはこれに逆らう大きな力が存
在しないためである。
そこで本発明者は、基板の熱膨張に対し、この熱膨張による変形方向と逆方向の力を生じ
させる手段について検討し、その結果、有機材料の状態変化に伴う力（特に分解・爆発力
）が利用できることを見出したものである。
しかし、この状態変化に伴う力を有効に利用するためには、有機材料層と隣接する層との
界面近傍の有機材料が最も状態変化を起し易いようにする必要があるが、従来の層構成で
は、有機材料層の中央部が最も高温になるため、有機材料層と隣接する層との界面近傍の
有機材料は十分な状態変化を起さない。
そこで、本発明では、有機材料層と隣接する層との界面近傍の有機材料が最も状態変化を
起し易いようにするため、有機材料層に隣接して光吸収層（光吸収機能を有する下引層又
は上引層）を設ける構造とした。
【００１３】
この光吸収層の吸収係数は、有機材料層の吸収係数よりも十分大きく設定されるため（光
吸収層は光吸収機能を有するのに対し、有機材料層は記録再生波長の光に対して光吸収機
能を有しないから当然そのようになる）、光吸収層近傍の有機材料が最も高温になり、有
機材料の状態変化に伴う力により、従来とは変形方向が逆の記録を行うことが可能となる
。
そして、この光吸収層を設けたことで、従来の、記録層と光吸収層の機能を兼ね備えてい
た有機材料層から光吸収機能を分離することができる。
これによって、有機材料層に課せられる厳しい光学定数条件が緩和されるため、本発明の
追記型光記録媒体は、３５０～５００ｎｍ程度の青色レーザ波長領域でも容易に記録する
ことが可能となる（従来の層構成では、有機材料層に厳しい光学定数条件が存在したため
、青色レーザ波長領域に対応できる有機材料が殆んど存在せず、有機材料を用いた追記型
光記録媒体の実現は困難であった）。
更に、従来の有機材料を用いた追記型光記録媒体では、有機材料層で熱を発生させる必要
があったため、有機材料層を薄膜化できず、深い溝（例えば１５０～１８０ｎｍ）を必要
としていたが、本発明の記録原理によって有機材料の薄膜化が可能となり、成形性に優れ
た浅い溝を有する基板を用いることが出来るので、信頼性の高い追記型光記録媒体を提供
することが可能となる。
【００１４】
本発明で用いた「未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波長側に存在し、かつ記
録再生波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層」、或いは「未記録時に記録再生
波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層」という表現における、「記録再生波長
の光に対して吸収機能を有しない」とは、有機材料層単独の吸収機能では、有機材料層の
隣接層を変形させたり、有機材料自身を状態変化させるような温度に至らないことを意味
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する（即ち、実質上、光吸収層として必要な吸収機能を果さないことを意味する）。従っ
て、具体的には、有機材料の吸収係数が小さい場合や、膜厚が薄い場合を指すことになる
。
また、「未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波長側に存在し、かつ記録再生波
長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層」、或いは「未記録時に記録再生波長の光
に対して吸収機能を有しない有機材料層」が、本発明の光記録媒体の構成要件として重要
な理由は、本発明では従来の追記型光記録媒体に用いられる光吸収機能を有する有機材料
に代えて、比較的大きな吸収係数を有する下引層や上引層を用いることにより、有機材料
層での吸収機能を低下させて反射率の向上を図ることが出来るためである。
【００１５】
また、前述したように、反射率の向上、信号品質の向上、或いは記録によって生じた変形
方向や変形界面の位置（種類）の違いによって、記録マーク長や振幅の違いに加えて記録
極性の異なる信号を効率よく発生させるためには、有機材料層を、有機材料層との屈折率
差が大きい下引層と上引層とで挟み込む構造が適しており、そのためには有機材料層の屈
折率を低く設定した方が、下引層と上引層の材料選択の上で有利である。
何故ならば、本発明の好ましい層構成として、例えば、基板／下引層（光吸収層）／有機
材料層／上引層（反射層）が挙げられるが、この層構成を考えた場合、反射層の屈折率は
通常０．１程度で非常に小さく、光吸収層の屈折率は例えば２．０～４．０程度であって
、有機材料層と光吸収層の屈折率差が小さくなり易い。そこで、この屈折率差を大きくす
ることが重要となるが、それには、有機材料層の屈折率を低く設定すれば、有機材料層と
光吸収層の屈折率差を大きくし、かつ光吸収層の選択の幅を広げることが出来るからであ
る。
【００１６】
従って、「未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して長波長側に存在し、かつ記録再生
波長の光に対して吸収機能を有しない有機材料層」、或いは「未記録時に記録再生波長の
光に対して吸収機能を有しない有機材料層」とすることにより、即ち、有機材料の最大吸
収帯と記録再生波長を大きくずらすことにより有機材料層の屈折率を低くすることが可能
となる。
また、記録再生波長が５００ｎｍ以上、例えばＤＶＤ系光記録媒体の記録再生波長である
６５０ｎｍ近傍、或いはＣＤ系光記録媒体の記録再生波長である７８０ｎｍ近傍では、有
機材料層の要件として「未記録時に記録再生波長の光に対して吸収機能を有しない有機材
料層」を満足すれば十分であり、有機材料の主吸収帯の波長と記録再生波長の大小関係は
殆んど問題にならない。
【００１７】
しかし、記録再生波長が３５０～５００ｎｍ程度の青色レーザ゛領域、例えば４００ｎｍ
近傍に設定される場合、未記録時の主吸収帯が記録再生波長に対して短波長側に存在し、
かつ記録再生波長の光に対して吸収機能を有しないような状態にすることは、有機材料の
分子の大きさを非常に小さくすることを意味し、これは有機材料の状態変化に伴う有機材
料層から下引層への圧力、又は有機材料層から上引層への圧力が大幅に低下することを意
味するため、本発明の記録原理を用いる追記型光記録媒体には好ましくない。
そこで、記録再生波長が３５０～５００ｎｍ、例えば４００ｎｍ近傍に設定される場合は
、有機材料の状態変化に伴う有機材料層から下引層への圧力、又は有機材料層から上引層
への圧力を十分に発生させるために、分子骨格の大きい有機材料を選択し、未記録時の主
吸収帯が記録再生波長に対して長波長側に存在し、かつ記録再生波長の光に対して光吸収
機能を有しない有機材料層とすることが好ましい。
【００１８】
（５）有機材料層と上引層の界面形状が、基板の溝形状と同一となるように形成する理由
有機材料層の膜厚は任意であり、その形成形態も任意である。
この形成形態とは、有機材料層の表面形状（有機材料層と上引層の界面形状）がどのよう
な形状であるかを指し、例えば、有機材料層の表面形状が基板形状と同一（図８参照）と
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なる場合や、有機材料層の表面形状がフラット（図９参照）となる場合がある。
本発明では、比較的記録極性の変化が生じ易くなる条件の一つとして、有機材料層の表面
形状が重要であることを見出したものであり、有機材料層の表面形状が基板形状と同一（
図８参照）となる場合は、記録極性の変化が生じ易くなる（記録極性が変化する条件が緩
和される）ことを見出したものである。
しかし、ここで「同一となるように形成する」という記載の意味するところは、
文字通り同一である場合だけでなく、有機材料層と上引層の界面形状が、ほぼ基板の溝形
状に倣って形成されている場合、即ち、基板上にスパッタリング等の通常の膜形成方法で
各層を形成したときに、多少の膜厚のばらつきはあるものの、ほぼ基板の溝形状に倣って
各層が形成されているような場合を含むものとする。
なお、本発明の追記型光記録媒体は、上記各層以外に、従来より公知の中間層、バックコ
ート層等の種々の層を設けてもよい。
【００１９】
（６）他の記録原理の併用について
本発明では、上記記録原理に加えて、レーザ光の照射による下引層又は上引層の発熱によ
って有機材料層に状態変化を生じ、該状態変化による記録再生波長での吸収係数の増加に
よる記録原理を併用してもよい。
但し、この記録原理では、有機材料層の屈折率や膜厚が大きく変化しない限り、記録極性
がＨｉｇｈ　ｔｏ　Ｌｏｗとなるので、この記録原理を併用するのは、前記変形による記
録原理において記録極性がＨｉｇｈ　ｔｏ　Ｌｏｗとなる場合に限られる。
この有機材料層の吸収係数の増加による記録原理を、図１８～図２０を参照しつつ説明す
る。
図１８に示すような未記録状態の吸収スペクトルを有する有機材料を選択し、この有機材
料を状態変化（特に分解、爆発）させると、分解により有機材料を構成していた分子や分
子団の吸収が発生する。この吸収は、通常、分解、爆発前の有機材料の吸収よりも短波長
であるため、元の有機材料の大きな吸収帯よりも短波長側での吸収係数が増加する（記録
状態の吸収スペクトル参照）。この短波長側の吸収波長の変化の大きい範囲と記録再生波
長（例えば図の矢印の位置）とを合わせれば、記録後の記録再生波長における吸収係数を
増加させることができるので、これによって変調度を発生させることが可能となる。
【００２０】
この記録原理についてもう少し詳しく説明すると、本発明で用いる有機材料は、小さな分
子や分子団が結合して、或いは、錯体や会合体等を形成して大きな共役系を形成した有機
材料であって、分子や分子団が持っていた固有の吸収波長（図１９の吸収スペクトルＡ、
Ｂに相当）よりも長波長側に大きな吸収帯を持ち、個々の分子や分子団が持っていた固有
の吸収帯が消滅、又は減衰した吸収スペクトルを持つ（図２０の吸収スペクトルＣに相当
）。
このような有機材料に対し、図２０で示すようなλ１を記録再生波長として選択すると、
未記録時はλ１での吸収が少なかった状態から、分解、爆発などによって、大きな分子を
形成していた分子や分子団が持つ固有の吸収が増加し（図１９参照）、λ１での吸収も増
加し、吸収係数の変化による記録部が形成できる。
従って、ただ小さな分子や分子団が結合しているだけであって、共役系の広がりが形成さ
れないような分子は、図２０のような状態、即ち、分子や分子団が持っていた固有の吸収
帯が消滅又は減衰し、新たに大きな鋭い吸収帯が形成されるような状態が実現されないた
め、記録前後での吸収係数の変化が大きくならず、記録ピットを形成することができない
。
【００２１】
（７）各層の材料について
基板の素材としては、熱的、機械的に優れた特性を有し、基板側から（基板を通して）記
録再生が行われる場合には光透過特性にも優れたものであれば、特別な制限はない。
具体例としては、ポリカーボネート、ポリメタクリル酸メチル、非晶質ポリオレフィン、
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セルロースアセテート、ポリエチレンテレフタレートなどが挙げられるが、ポリカーボネ
ートや非晶質ポリオレフィンが好ましい。
基板の厚さは用途により異なり、特に制限はない。
【００２２】
光を吸収し熱を発生させる光吸収層として機能する下引層又は上引層には、比較的熱伝導
率の低い材料が適している。比較的低い熱伝導率の材料を選択する理由は、効率よく（低
記録パワーで）各層の界面を変形させるためであり、更には、効率よく（低記録パワーで
）有機材料を状態変化させるためである。
なお、ここで言う比較的熱伝導率が低いとは、記録によって局所的に有機材料を状態変化
させるだけの温度に達するような熱伝導率であることを意味する。
以上の点から、光吸収層として機能する下引層や上引層には、ＳｉＣ等のセラミックス、
Ｓｉ等の半金属、Ｇｅ等の金属、又はそれらの混合物を用いることが好ましい。また、下
引層や上引層の厚さは、通常２０～５００Åとする。
【００２３】
上記下引層や上引層の材料となるセラミックスとしては、Ａｌ２ Ｏ３ 、ＭｇＯ、ＢｅＯ、
ＺｒＯ２ 、ＵＯ２ 、ＴｈＯ２ などの単純酸化物系の酸化物；ＳｉＯ２ 、２ＭｇＯ・ＳｉＯ

２ 、ＭｇＯ・ＳｉＯ２ 、ＣａＯ・ＳｉＯ３ 、ＺｒＯ２ ・ＳｉＯ２ 、３Ａｌ２ Ｏ３ ・２Ｓｉ
Ｏ２ 、２ＭｇＯ・２Ａｌ２ Ｏ３ ・５ＳｉＯ２ 、Ｌｉ２ Ｏ・Ａｌ２ Ｏ３ ・４ＳｉＯ２ などの
ケイ酸塩系の酸化物；Ａｌ２ ＴｉＯ５ 、ＭｇＡｌ２ Ｏ４ 、Ｃａ１ ０ （ＰＯ４ ）６ （ＯＨ）

２ 、ＢａＴｉＯ３ 、ＬｉＮｂＯ３ 、ＰＺＴ〔Ｐｂ（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ３ 〕、ＰＬＺＴ〔（Ｐ
ｂ，Ｌａ）（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ３ 〕、フェライトなどの複酸化物系の酸化物；Ｓｉ３ Ｎ４ 、
Ｓｉ６ － Ｚ ＡｌＺ ＯＺ Ｎ８ － Ｚ 、ＡｌＮ、ＢＮ、ＴｉＮなどの窒化物系の非酸化物；Ｓｉ
Ｃ、Ｂ４ Ｃ、ＴｉＣ、ＷＣなどの炭化物系の非酸化物；ＬａＢ６ 、ＴｉＢ２ 、ＺｒＢ２ な
どのホウ化物系の非酸化物；ＣｄＳ、ＭｏＳ２ などの硫化物系の非酸化物；ＭｏＳｉ２ な
どのケイ化物系の非酸化物；アモルファス炭素、黒鉛、ダイヤモンド等の炭素系の非酸化
物などを用いることができる。
また、金属としては、Ａｕ、Ａｌ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｎｉ、
Ｆｅ、及びこれらの合金を用いることができる。
【００２４】
有機材料層に用いられる有機材料としては、いわゆる色素が好ましい。また、下引層や上
引層を十分変形させるためには、昇華性又は分解・爆発性が高い色素、或いは昇華性又は
分解・爆発性の高い置換基が導入された色素が好ましい。
また、高い分解・爆発性を確保するには、分子骨格が大きい有機材料が好ましい。更に、
構造変化によって体積変化を起こす色素も用いることができる。
上記の要件を満足する色素としては、ポリメチン色素、ナフタロシアニン系、フタロシア
ニン系、スクアリリウム系、クロコニウム系、ピリリウム系、ナフトキノン系、アントラ
キノン（インダンスレン）系、キサンテン系、トリフェニルメタン系、アズレン系、テト
ラヒドロコリン系、フェナンスレン系、トリフェノチアジン系染料、及び金属錯体化合物
などが挙げられる。
色素層の膜厚は、１００Å～１０μｍ、好ましくは１００～２０００Åが適当である。
【００２５】
色素層の形成は、蒸着、スパッタリング、ＣＶＤ、溶剤塗布などの通常の手段によって行
なうことができる。塗布法を用いる場合には、上記染料などを有機溶剤に溶解して、スプ
レー、ローラーコーティング、ディッピング、スピンコーティングなどの慣用のコーティ
ング法で行なうことができる。
用いられる有機溶剤としては、一般にメタノール、エタノール、イソプロパノールなどア
ルコール類；アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類；Ｎ，Ｎ
－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどのアミド類；ジメチルスル
ホキシドなどのスルホキシド類；テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、
エチレングリコールモノメチルエーテルなどのエーテル類；酢酸メチル、酢酸エチルなど
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のエステル類；クロロホルム、塩化メチレン、ジクロルエタン、四塩化炭素、トリクロル
エタンなどの脂肪族ハロゲン化炭素類；ベンゼン、キシレン、モノクロルベンゼン、ジク
ロルベンゼンなどの芳香族類；メトキシエタノール、エトキシエタノールなどのセロソル
ブ類；ヘキサン、ペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの炭化水素類な
どが挙げられる。
【００２６】
光吸収層として機能しない下引層又は上引層としては、金属又はセラミックスが好ましい
。
この金属又はセラミックスは、反射率の向上又は記録再生特性の向上を図るために、有機
材料層との屈折率差のある材料を用いることが好ましい。
下引層と上引層のうち、入射レーザ光に対し手前側の層に光吸収能がある場合には、反射
率の向上又は記録再生特性の向上を図るために、入射レーザ光に対し奥側の層は金属であ
ることが好ましい。
逆に、下引層と上引層のうち、入射レーザ光に対し奥側の層に光吸収能がある場合には、
反射率の向上又は記録再生特性の向上を図るために、入射レーザ光に対し手前側の層は、
記録再生波長に対し吸収係数が小さな（０．０２以下程度）セラミックスであることが好
ましい。
上記金属としては、Ａｕ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｇ、Ｔｉ及びこれらの合金からなる群よ
り選択される金属が好ましく、上記記録再生波長（ここでは青色領域近傍）に対し吸収係
数が小さなセラミックスとしては、前述したセラミックスやＺｎＳ・ＳｉＯ２ 等が好まし
い。
これらの材料は、一般に真空蒸着又はスパッタリング法により５０～５０００Å、好まし
くは５０～３０００Åの厚さで形成される。
【００２７】
【実施例】
以下、実施例及び比較例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に
より何ら限定されるものではない。
【００２８】
実施例１
（本発明の追記型光記録媒体によって、記録マーク長や振幅の違いに加えて記録極性も異
なる再生信号が得られることを明らかにし、また、その記録原理を確認するための実施例
）
溝深さ５０ｎｍの案内溝を有するポリカーボネート基板上に、スパッタ法により光吸収層
として機能する膜厚１０ｎｍの下引層（ＳｉＣ）を設け、その上に、下記〔化１〕で示さ
れる有機材料をスピンコート法で成膜し（膜厚約６０ｎｍ）、更にその上に、膜厚１００
ｎｍの上引層（Ａｇ）を設けて光記録媒体を作製した。
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２９】
上記光記録媒体に対し、パルステック工業（株）製の光ディスク評価装置ＤＤＵ－１００
０（波長：４０５ｎｍ、ＮＡ：０．６５）を用いて、下記の記録条件で、記録時の記録パ
ワーをある時間間隔で６．０（ｍＷ）と１０．０（ｍＷ）に切替えて記録を行った。
＜記録条件＞
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記録線密度：１Ｔ＝０．０９１７（μｍ）
記録線速度：６．０（ｍ／ｓ）
記録ストラテジ：Ｂａｓｉｃ　ｓｔｒａｔｅｇｙ（基本ストラテジー）
Ｔｔ ｏ ｐ －Ｔｍ ｐ ＝１．４０－０．７５（Ｔ）
記録パワー：６．０（ｍＷ）、１０．０（ｍＷ）
記録パターン：８－１６変調信号
その結果、図２に示すように、記録パワーが６．０（ｍＷ）の時はＬｏｗ　ｔｏ　Ｈｉｇ
ｈ記録が行え、記録パワーが１０．０（ｍＷ）の時はＨｉｇｈ　ｔｏＬｏｗ記録が行える
ことが確認できた。
【００３０】
次いで、この記録が前述したような記録原理に基づいて行われているかどうかを確認する
ため、ＳｉＣと有機材料層界面の変形状態をＡＦＭ（アトミックフォースマイクロスコー
プ、Ａｔｏｍｉｃ　ｆｏｒｃｅ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）により測定した。
図３は、記録パワーが６．０（ｍＷ）の時に発生したＬｏｗ　ｔｏ　Ｈｉｇｈ記録部分の
、ＳｉＣと有機材料層界面の変形状態を三次元で表した結果である（下側が基板である）
。なお、図３では、濃淡によって高さを表し、色が薄い部分が高く、色が濃い部分が低い
。
図４は、図３を二次元的に表した図（ａ）と、記録トラックの断面図（凹凸形状）を表し
た図（ｂ）である。
これらの図に示された結果から、記録パワーが６．０（ｍＷ）の時に発生したＬｏｗ　ｔ
ｏ　Ｈｉｇｈ記録部分は、ＳｉＣと有機材料層界面が基板側へ変形（凹変形）しているこ
とが確認できた。
【００３１】
一方、図５は、記録パワーが１０．０（ｍＷ）の時に発生したＨｉｇｈ　ｔｏＬｏｗ記録
部分の、ＳｉＣと有機材料層界面の変形状態を三次元で表した結果である（下側が基板で
ある）。なお、図５では、濃淡によって高さを表し、色が薄い部分が高く、色が濃い部分
が低い。
図６は、図５を二次元的に表した図（ａ）と、記録トラックの断面図（凹凸形状）を表し
た図（ｂ）である。
これらの図に示された結果から、記録パワーが１０．０（ｍＷ）の時に発生したＨｉｇｈ
　ｔｏ　Ｌｏｗ記録部分は、ＳｉＣと有機材料層界面が基板側とは反対方向へ変形（凸変
形）していることが確認できた。
【００３２】
以上の結果から、本発明の追記型光記録媒体は、記録マーク長や振幅に加えて記録極性も
変えて記録できることが明らかになり、この記録極性は、少なくともＳｉＣと有機材料層
の界面形状の変形方向の差異によって生じていることが確認できた。
なお、この実施例ではＡＦＭ像を見易くするためランド部に記録を行ったが、本発明はラ
ンド記録に限定されるものではない。
また、変形形状の測定のし易さからＳｉＣと有機材料層の界面形状を測定したが、他の界
面が同時に変形していても構わない。
更に、従来の有機材料を用いた光記録媒体では、有機材料層で熱を発生させる必要があっ
たため、有機材料層を薄膜化できず、深い溝（例えば１５０～１８０ｎｍ）を必要として
いたが、本発明の記録原理によって、有機材料の薄膜化が可能となり、５０ｎｍという非
常に浅い溝を有する基板を適用できることが確かめられた。このことは信頼性の高い光記
録媒体を作製する上で、非常に大きなメリットとなる。
【００３３】
比較例１
実施例１における有機材料に代えてポリメチルメタクリレートを用いた点以外は、実施例
１と同様の実験を行った。
その結果、６．０（ｍＷ）で記録した部分も、１０．０（ｍＷ）で記録した部分も記録極
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性が同一であり、また、ＳｉＣとポリマー層の界面は、図５～図６と同様に基板と反対方
向（凸変形）に変形していた。
これによって、実施例１においてＳｉＣと有機材料層の界面が基板側へ変形（凹変形）し
た現象は、有機材料の働きによるものであり、有機材料の状態変化（分解・爆発）がこの
凹変形に寄与していることが裏付けられた。
【００３４】
実施例２
実際に記録部の変形方向や変形界面の位置（種類）を正確に測定することは非常に困難で
あるから（実施例１では、下引層と有機材料層の界面の状態のみを評価した）、ここでは
光学シュミレーションによって、変形方向と変形界面の位置（種類）を変えることで、記
録マーク長や振幅の違いに加えて記録極性も異なる再生信号が得られることを証明する。
下記の計算条件下で、次の（ｉ）～（ iv）のように記録条件を変えて、再生信号がどのよ
うに変化するかを計算した。
（ｉ）記録部分（ランド部又はグルーブ部）
（ ii）有機材料層の形成状態〔有機材料層の表面形状が基板形状と同一（図８参照）、又
は、有機材料層の表面形状はフラット（図９参照）〕
（ iii）記録マーク形成界面〔下引層と有機材料層の界面のみが変形（図１０、１１、１
４、１５参照）、又は、下引層／有機材料層の界面と有機材料層／上引層の界面が変形（
図１２、１３、１６、１７参照）〕
（ iv）記録マーク変形方向〔基板側へ凹変形（図１４～１７参照）、又は、上引層側へ凸
変形（図１０～１３参照）〕
【００３５】
＜計算条件詳細＞
以下、長さ、大きさは記録再生波長λを単位として表した。
・ビーム形状：ガウス分布
・振幅が１／ｅとなる半径（ｘ方向、ｙ方向）：６０００λ、６０００λ
・対物レンズ開口半径：３０００λ
・対物レンズＮＡ（開口数）：０．６０
・対物レンズ焦点距離：５０００λ
・溝形状〔Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、ζ（図７参照）〕：（０．２λ、０．８λ、１．０λ、１．
８５２５λ、０．１３７５λ）
・基板屈折率：１．６０（基板側入射）
・下引層複素屈折率：２．８１０－ｉ０．５６１、膜厚＝０．０２５λ
・有機材料層複素屈折率：１．５００－ｉ０．０５０、膜厚＝０．１５０λ
・上引層複素屈折率：０．１０７８－ｉ２．０４９５、膜厚＝０．２５０λ
・検出器：４分割ＰＤ
・検出器の半径（ｘ方向、ｙ方向）：３０００λ、３０００λ
・記録マーク長さ、幅、高さ：１．０λ、０．６０λ、±０．１０λ
【００３６】
計算の結果は、図２１～図２４に示す通りである。
図２１は、グルーブに記録した場合で、有機材料層の形成状態は、図８に示すように、有
機材料層の表面形状が基板形状と同一となるように形成されている場合の結果である。
なお、記録部の高さは±０．１０λとした（記録再生波長を４００ｎｍとした場合は±４
０ｎｍとなる）。
凡例「＋４０ｎｍ－０，４」は、記録部が図１６であることを、凡例「－４０ｎｍ－０，
４」は、記録部が図１２であることを、凡例「＋４０ｎｍ－０，２」は、記録部が図１４
であることを、凡例「－４０ｎｍ－０，２」は、記録部が図１０であることを示す。
なお、以上の図ではグルーブ部に記録された状態が示されているが、ランド部の場合も、
記録部の変形方向と変形界面の位置（種類）は同一である。
【００３７】
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図２２は、ランドに記録した場合で、有機材料層の形成状態は、図８に示すように、有機
材料層の表面形状が基板形状と同一となるように形成されている場合の結果である。
なお、記録部の高さは±０．１０λとした（記録再生波長を４００ｎｍとした場合は±４
０ｎｍとなる）。
凡例「＋４０ｎｍ－０，４」は、記録部が図１６であることを、凡例「－４０ｎｍ－０，
４」は、記録部が図１２であることを、凡例「＋４０ｎｍ－０，２」は、記録部が図１４
であることを、凡例「－４０ｎｍ－０，２」は、記録部が図１０であることを示す。
【００３８】
図２３は、グルーブに記録した場合で、有機材料層の形成状態は、図９に示すように、有
機材料層の表面形状がフラットとなるように形成されている場合の結果である。
なお、記録部の高さは±０．１０λとした（記録再生波長を４００ｎｍとした場合は±４
０ｎｍとなる）。
凡例「＋４０ｎｍ－０，４」は、記録部が図１７であることを、凡例「－４０ｎｍ－０，
４」は、記録部が図１３であることを、凡例「＋４０ｎｍ－０，２」は、記録部が図１５
であることを、凡例「－４０ｎｍ－０，２」は、記録部が図１１であることを示す。
なお、以上の図ではグルーブ部に記録された状態が示されているが、ランド部の場合も、
記録部の変形方向と変形界面の位置（種類）は同一である。
【００３９】
図２４は、ランドに記録した場合で、有機材料層の形成状態は、図９に示すように、有機
材料層の表面形状がフラットとなるように形成されている場合の結果である。
なお、記録部の高さは±０．１０λとした（記録再生波長を４００ｎｍとした場合は±４
０ｎｍとなる）。
凡例「＋４０ｎｍ－０，４」は、記録部が図１７であることを、凡例「－４０ｎｍ－０，
４」は、記録部が図１３であることを、凡例「＋４０ｎｍ－０，２」は、記録部が図１５
であることを、凡例「－４０ｎｍ－０，２」は、記録部が図１１であることを示す。
【００４０】
この図２１～図２４の結果より、記録マークの変形方向と変形界面の位置（種類）を変え
ることで、記録極性を制御できるという考え方が、原理的に正しいことが証明された。
なお、図２４に示す結果から、有機材料層の形成状態が、図９に示すように、有機材料層
の表面形状がフラットとなるように形成されている場合には、ランド記録では記録極性の
変化が現われ難いことが分る。
つまり、請求項６の「有機材料層と上引層の界面形状が、基板の溝形状と同一となるよう
に形成されていることを特徴とする多値記録可能な光記録媒体」が、多値記録を可能にす
る有機材料を用いた光記録媒体として好ましいことが確認された。
但し、各層の複素屈折率や、記録による各層の複素屈折率の変化、或いは記録マークの高
さ、形状によって記録極性が変化する条件が変るため、有機材料層の表面形状がフラット
となるように形成されている場合を否定するものではない。
【００４１】
【発明の効果】
本発明によれば、多値レベルの数を増やしながらも精度の高い多値記録が可能で、３５０
～５００ｎｍ程度の青色レーザ領域にも適用可能な追記型光記録媒体、及び多値記録方法
を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の光記録媒体の層構成を示す図。
【図２】本発明の記録媒体で記録極性の異なる記録マークが形成されたことを示す図。
【図３】本発明の記録媒体でＬｏｗ　ｔｏ　Ｈｉｇｈ記録が行われた部分をＡＦＭで観察
した結果を示す図。
【図４】本発明の記録媒体でＬｏｗ　ｔｏ　Ｈｉｇｈ記録が行われた部分をＡＦＭで観察
した結果を示す別の図。
（ａ）　図３を二次元的に表した図
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（ｂ）　記録トラックの断面図（凹凸形状）
【図５】本発明の記録媒体でＨｉｇｈ　ｔｏ　Ｌｏｗ記録が行われた部分をＡＦＭで観察
した結果を示す図。
【図６】本発明の記録媒体でＨｉｇｈ　ｔｏ　Ｌｏｗ記録が行われた部分をＡＦＭで観察
した結果を示す別の図。
（ａ）　図５を二次元的に表した図
（ｂ）　記録トラックの断面図（凹凸形状）
【図７】実施例２で用いた溝形状のパラメータを説明するための図。
【図８】本発明の層構成を示す図であり、有機材料層の１形成形態を説明するための図。
【図９】本発明の層構成を示す図であり、有機材料層の他の１形成形態を説明するための
図。
【図１０】有機材料層の形成形態と、記録マークの形成形態の一例を示す図。
【図１１】有機材料層の形成形態と、記録マークの形成形態の他の一例を示す図。
【図１２】有機材料層の形成形態と、記録マークの形成形態の他の一例を示す図。
【図１３】有機材料層の形成形態と、記録マークの形成形態の他の一例を示す図。
【図１４】有機材料層の形成形態と、記録マークの形成形態の他の一例を示す図。
【図１５】有機材料層の形成形態と、記録マークの形成形態の他の一例を示す図。
【図１６】有機材料層の形成形態と、記録マークの形成形態の他の一例を示す図。
【図１７】有機材料層の形成形態と、記録マークの形成形態の他の一例を示す図。
【図１８】有機材料の吸収係数の増加による記録原理を説明するための図。
【図１９】有機材料の吸収係数の増加による記録原理を実現し得る有機材料層の特性を説
明するための図。
【図２０】有機材料の吸収係数の増加による記録原理を実現し得る有機材料層の特性を説
明するための図。
【図２１】有機材料層が図８のように形成され、グルーブ部に記録が行われた場合の再生
信号を計算した結果を示す図。
【図２２】有機材料層が図８のように形成され、ランド部に記録が行われた場合の再生信
号を計算した結果を示す図。
【図２３】有機材料層が図９のように形成され、グルーブ部に記録が行われた場合の再生
信号を計算した結果を示す図。
【図２４】有機材料層が図９のように形成され、ランド部に記録が行われた場合の再生信
号を計算した結果を示す図。
【符号の説明】
Ａ　ランドの上面端部と、隣接するグルーブの該ランドに近い方の底面端部との幅
Ｂ　ランドの上面端部と、隣接するグルーブの該ランドから遠い方の底面端部との幅
Ｃ　ランドの上面端部と、隣接するランドの、前記ランドに近い方の上面端部との幅
Ｄ　ランドの上面端部と、隣接するランドの、前記ランドから遠い方の上面端部との幅
ζ　ランドの高さ（溝の深さ）

10

20

30

(15) JP 3844704 B2 2006.11.15



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】
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